
　固定資産税について、本来の税額よりも多く課税している誤りが判明いたしま
した。納税者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしましたこと、また、町政への
信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げます。
　課税誤りの内容としましては、相続登記がされていない資産について、登記さ
れるまでは相続人全員の共有の資産として別個に税額を算出する必要があった
ものを、相続人代表者の個人の資産と合算して税額を算出していたものです。
　令和元年度分について、税額修正となる課税誤りの対象の方は 318 人、影響
額は387,400円と推計しておりますが、相続人調査を行った上で確定いたします。
　今後の対応としまして、相続人調査終了後、早急に今年度分の税額を確定し、
対象の方に対して税額修正通知書をお送りするなど必要な措置を講じてまいり
ます。また、平成 30 年度以前分についても調査を実施いたします。
　今後は、固定資産税実務の向上を図るとともに、相続人調査から課税するま
での手続きについて作業手順を整備し再発防止に努めてまいります。
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固定資産税課税誤りに関するお詫び

○還付金詐欺にご注意ください！
　　町ではこの度の税額修正による返金のために、電話で口座番号をお聞き
　することはありません。また、ＡＴＭの操作をお願いすることもありません。
　　不審な電話や訪問があったり、ご不明な点がございましたら、下記担当
　までお問合わせくださるようお願いいたします。

▶問合せ先
　税務町民課 税務係　☎６７- ２１０７



● 10 月の土曜診療は 10 月 12 日です。
●肝臓外来　９月から担当医師が「星川恭子」先
　生から「勝見智大」先生に替わりました。

【診察予定】

「○」：午前９時から診察、「△」：午後２時から診察
※都合により変更の場合があります。
※急患の場合はいつでも診察いたします。

○風しん抗体検査
　風しん抗体検査に予約は必要ありません。内科
　の診察時間にお越しください。
　※予防接種は予約が必要となります。

○各種予防接種
　電話にて予約を受け付けております。
　・電話予約時間　平日の午後 2 時 ～ 午後４時 30 分
　・予防接種時間　平日の午後３時 30 分 ～ 午後４時 30 分

▶問合せ先　     朝日町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院診察・休診のお知らせ

月　日 内科 循環器 肝臓 糖尿 外科 眼科 整形
外科

９/17（火） ○ ○ ○
９/18（水） ○ 　　
９/19（木） ○ △ ○
９/20（金） ○ ○
９/21（土）
９/22（日）
９/23（月）
９/24（火） ○ ○ ○
９/25（水） ○
９/26（木） ○ △
９/27（金） ○ ○
９/28（土）
９/29（日）　　
９/30（月） ○ △ △ ○
10/ １（火） ○ ○ ○
10/ ２（水） ○
10/ ３（木） ○ △ ○

町長と語る日
　・期　日　10 月 10 日（木）
　あらかじめ時間を設定したい方は総務課総務係
　（☎６７- ２１１１）までご連絡ください。
　

総 合 相 談
( 心配ごと・行政・人権・婦人 )

　・期　日　10 月３日（木）、10 月 17 日（木）
　・時　間　午後１時～３時
　・場　所　開発センター　相談室

生活援護など生活上の相談
　・期　日　10 月 10 日（木）
　・時　間　午後１時～３時　
　・場　所　開発センター　相談室

心配ごと相談
　・期　日　10 月 24 日（木）
　・時　間　午後１時～３時　
　・場　所　開発センター　相談室

10 月の各種相談日

　今年度は、朝日町を会場に開催されます。町民
の皆さんの参加をお待ちしております。

▶日　時　９月 28 日（土）午前 10 時～午後 1 時
　　　　　（雨天決行）
▶会　場　秋葉山多目的広場
▶内　容　森づくり活動（ソメイヨシノ、モミジの
　　　　　植栽）※事前申込み必要、緑のプレゼ
　　　　　ント（先着 200 人）、イベントコーナー

▶申込み・問合せ先
　農林振興課　☎６７- ２１１４

「村山地域森の感謝祭」のご案内

▶期日・時間　10 月８日（火）　午前 10 時～午後４時
▶電話相談　６７- ３３０２（学校教育係）
※面談相談希望の方は、電話でお申込みください。

10 月の教育相談日
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　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所
得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援
するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事
務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施し
ます。
▶対象となる方
○老齢基礎年金を受給している方
　以下の要件をすべて満たしている必要があります。
　・65 歳以上である
　・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
　・年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円
　　以下である
○障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　以下の要件を満たしている必要があります
　・前年の所得額が約 462 万円以下である
▶請求手続き
　①平成 31 年 4 月1日以前から年金を受給している方
　　・対象となる方には、日本年金機構から請求手
　　　続きの案内が 9 月上旬から順次届きます。
　　・同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）
　　　を記入し提出してください。

　②平成 31 年 4 月 2 日以降に年金を受給しはじめた方
　　・年金の請求手続きと併せて年金事務所または
　　　市区町村で請求手続きをしてください。

　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになった
ときには、お電話ください。

▶問合せ先
　給付金専用ダイヤル
　☎０５７０- ０５- ４０９２（ナビダイヤル）

10 月１日から年金生活者支援給付金制度がはじまります

　近年、若い人材がＵＩターンにより県内に定着し、
地域活性化に取り組んでおります。そうした実例の
紹介を交えながら、やまがた創生の今後の展望につ
いて考えます。
▶日　時　10 月 16 日（水）
　　　　　午後１時 30 分～５時（開場：午後１時）
▶会　場　ホテルメトロポリタン山形
　　　　　（山形市香澄町一丁目１－１）
▶内　容
　（１）基調講演
　　「山形庄内から、ときめこう」
　　　山中　大介　氏（㈱ﾔﾏｶ ﾀ゙ﾃ ｻ゙ ｲ゙ﾝ 代表取締役）
　（２）パネルディスカッション
　　「山形での魅力ある暮らしと地域活性化への挑戦」
　　　松村　　茂（東北芸術工科大学 教授）
　　　佐々木隆馬（山里交流館やまさぁーべ 館長）
　　　梶村　勢至（真室川町 移住定住推進員）

　　　黒田　三佳（人材育成ｱｶﾃ ﾐ゙ｰﾛｰｽ ﾚ゙ｰﾝ  代表）
　　　松本　友哉（合同会社とびしま 共同代表）
▶定　員　300 人（先着順）
▶参加費　無料（交流会参加は 4,000 円）

▶問合せ先
　・県企画振興部市町村課 地域活力創造室
　　☎０２３- ６３０- ３４０７
　・（一財）地域活性化センター 地域づくり情報課
　　☎０３- ５２０２- ６１３８
　　※申込みは同センターホームページの申込み　
　　　フォームからお願いします。

地方創生フォーラム in 山形「若者の田園回帰によるやまがた創生」

【日本年金機構や厚生労働省を装った不審な
電話や案内にご注意ください】
※日本年金機構や厚生労働省から、口座番号
をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めるこ
とはありません。


